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指定居宅介護支援契約書 

 契約者            （以下「利用者」）と医療法人謙清会（以下「事業者」）

とは、事業者が利用者に対して提供する居宅介護支援について、次のとおり契約を結びま

す。 

第１条（契約の目的） 

 この契約は、事業者が利用者の依頼を受け、利用者が居宅サービスを適切に利用できる

ように、居宅サービス計画を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サ

ービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う居宅介護支援（ケアマネ

ージメント）について定めることを目的とするものです。 

第２条（契約期間） 

１．この契約の有効期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定又は要支  

援認定（以下「要介護等認定」）の期間の満了日とします。 

２．期間満了日の５日前までに利用者から事業者に対し契約終了を申し出ない限り、この

契約は同一の内容で、要介護等認定の有効期間の満了まで更新されるものとし、以降同

様とします。 

第３条（介護支援専門員） 

１．事業者は、利用者に居宅介護支援を提供する介護支援専門員（以下「担当の介護支              

援専門員」）を定め、利用者に知らせます。変更した場合も同様とします。 

２．事業者は、介護支援専門員に身分証を常に携行させ、利用者又はその家族から求めら

れた場合には、これを提示させます。 

第４条（運営規程の概要） 

 事業者の運営規程の概要（事業の目的、職員の体制、介護支援の提供方法等）は別紙重

要事項説明書に記載したとおりです。 

第５条（居宅サービス計画の作成） 

 事業者は、次に掲げる事項を担当の介護支援専門員に行わせて、利用者の居宅サービス

計画を作成します。 

(１)当該地域における指定サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を

適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

  利用者はケアプランに位置付ける指定サービス事業所について、複数の事業所の紹介

を求める事や当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が出来るものとし

ます。 
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(２)利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して情報を収集し、解決すべき問

題を把握します。 

(３)提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛

り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

(４)居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を集めた会議の

開催、担当者に対する意見の照会等により、その原案の内容について専門的な見地から

意見を求めます。 

(５)居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象

となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族

に説明し、利用者から文書による同意を得ます。 

(６)利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めます。 

(７)居宅サービス計画に訪問看護等の医療サービスを位置付ける場合には、その医療サー

ビスに係る主治医の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指

定居宅サービス等を位置付ける場合には、その指定居宅サービス等に係る主治医の医学

的観点からの留意事項が示されているときには、その留意事項を尊重して行います。 

（８）利用者等の求めに応じて、サービス提供記録に関して開示を致します。 

（９)その他居宅サービス計画作成に必要なことを行います。 

第６条（経過観察・再評価） 

 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の事項を担当の介護支援専門員に行わせます。 

(１)利用者及びその家族と毎月連絡をとり、経過の把握に努めます。 

(２)居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅介護サービス事業

者等との連絡調整を行います。 

(３)利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計

画の変更、要介護状態区分変更認定申請の支援等必要な対応をします。 

第７条（施設入所への支援） 

 事業者は、担当の介護支援専門員に、利用者が介護保険施設への入所または入院を希望

した場合には、介護保険施設への照会その他の便宜を図らせます。 

第８条（居宅サービス計画の変更） 

 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は、担当の介護支援専門員が居宅サ

ービス計画の変更が必要と判断した場合には、利用者と事業者との合意をもって居宅サー

ビス計画を変更します。 
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第９条（契約の解除） 

１．利用者は何時でも、本契約を解除する事ができます。 

２．事業者は、やむを得ない事由がある場合には、少なくともひと月前までに理由を示し

た文書で予告する事により、本契約を解除する事ができます。この場合において、事

業者は、当該地域の他の居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供するものと

します。 

３．事業者は、利用者による信頼関係を損壊する等の特段の事由がある場合は、利用者に

対して文書で知らせる事により、本契約を解除する事ができます。 

第 10 条（契約の終了） 

 次の各号の何れかに該当する事由が生じた場合には、この契約は終了します。 

(１)利用者が介護保険施設に入所又は入院をした場合。 

(２)利用者の要介護認定区分が非該当と判定された場合。 

(３)利用者の希望により、介護保険サービスの提供を受けない（居宅サービス計画の作

成を行わない）期間が３ケ月を超えた場合。 

(４)利用者が死亡した場合。 

第 11 条（秘密保持） 

１．事業者及び担当の介護支援専門員その他の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。また、介護支援専門員その他の職員が

他の業務に従事することとなった場合及び退職後においても同様です。 

２．事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合はその家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者

又は利用者の家族の個人情報を利用させません。 

  但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として

明記されていることから、居宅サービス利用契約時に利用者（又はその代理人）と身元

引受者に了解を得ることにより情報提供を行うこととします。 

①  サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

②  介護保険施設及びその他の介護関係事業者等との連携 

③  利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ

の通知 

④  利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医の先生への連絡等 

⑤  生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供

する場合等） 

  ※ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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第 12 条（苦情処理） 

 事業者は、利用者から相談・苦情等に対する体制を整備し、自ら提供した居宅介護支援 

又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望・苦情等に 

対し、迅速かつ適切に対応します。 

第 13 条（疑義の決定） 

 この契約に疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、利用者側と事 

業者側双方協議のうえ、定めるものとします。 
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 この契約を証するため、本書２通を作成し、契約者・事業者が署名押印のうえ、各１通 

を保有するものとします。 

 

  令和    年    月    日 

 

事業者 

                  住 所   岐阜市岩滝西３丁目７５番地 

 

                  代表者   医療法人 謙清会 

                          理事長 竹田  洋祐  （印） 

 

契約者 

                  住 所    

                 電話番号 

利用者氏名                 （印） 

 

                代理人氏名                 （印） 

 

個人情報利用承諾書 

 

 ケアプラン作成とサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いることに 

同意します。 

 

                  利用者氏名             （印） 

 

                  代理人氏名             （印） 

 

 

 ケアプラン作成とサービス担当者会議等において、家族の個人情報を用いることに 

同意します。 

       

                  家族氏名              （印） 

 

 

                        説明者        （印） 
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重要事項説明書 

医療法人  謙 清 会 

介護支援センターいこいの里 

第１条（事業の目的） 

 医療法人謙清会が開設する指定居宅介護支援事業所 介護支援センターいこいの里（以 

下「事業所」という）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という）の適正な 

運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員 

その他の従業者（以下「介護支援専門員等」という）が要介護状態または要支援状態に 

ある高齢者に対して適正な居宅介護支援事業を行うことを目的とします。 

第２条（運営の方針） 

 １. 事業所の介護支援専門員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、支援する上で、訪問面接を行い、

解決するべき課題を把握し、適正な居宅サービス計画を作成し指定居宅サービス事業

者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

２. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図るよう、努めるものとします。 

３. 事業所は、利用者の意思及び人権を配慮し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提

供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平・中立に

行う。 

第３条（事業所の名称等） 

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。 

 １．名 称  介護支援センターいこいの里 

 ２．所在地  岐阜市岩滝西３丁目７５番地 

第４条（職員の職種、員数、及び職務内容） 

 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとします。 

 １．管理者 主任介護支援専門員研修修了者 常勤専従１名 

   事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介

護支援の提供に当たります。 

 ２．居宅介護支援事業提供者 介護支援専門員実務研修修了者 

   常勤専従 1名 

   事業の提供（利用の申し込みに係る調整、申請書の作成、居宅介護サービス計画の

作成、その他の居宅介護支援業務）を行います。 

３．介護支援専門員１人当たりの担当利用者件数は３５件を超えないものとする。 
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第５条（営業日及び営業時間） 

 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。 

 １．営業日 月曜日から金曜日までとします。 

   但し、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除きます。 

 ２．営業時間 午前９時から午後５時までとします。 

第６条（居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等） 

 居宅介護支援の提供方法、内容、利用料は次のとおりです。 

 １ 提供方法 居宅介護支援の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス

事業者等に関するサービスの内容や利用料等の情報を、適正に利用者又はその家族に

対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとします。          

利用者はケアプランに位置付ける指定サービス事業所について、複数の事業所の紹介

を求める事や当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が出来るものとし

ます。 

適切な方法により、利用者についてその有する能力や既に提供を受けている指定居宅

サービス等の、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を

明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援します。 

 ２ 内容   ① 居宅サービス計画の作成 

        ② 居宅サービス計画の実施状況や利用者の生活課題の把握 

③ 必要に応じての居宅サービス計画の変更や指定居宅サービス事業者

等との連携調整、その他の便宜の提供 

 ３ 利用料  指定居宅介護支援事業を実施した場合の利用料は、厚生大臣が定める基

準によるものとし、次条に記す通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援

に要した交通費は、その実費を徴収します。 

第７条（通常の事業の実施地域） 

 通常の事業の実施地域は、次のとおりとします。 

 【岐阜市】 

  岩、日野、金華、芥見、芥見南、芥見東、藍川、長良東、長良、長良西、長森東、長

森南、長森北、長森西、梅林、白山、華陽、三輪南、岩野田の各校区 

 【各務原市】 

  鵜沼地域の一部（緑苑、鵜沼台、東町、宝積寺町、山崎町、南町、古市場町、小伊木

町）を除く市内全域 

 【関市】 

  保明、側島、下白金、上白金、戸田、小屋名、山田、千疋、桐谷台、四季ノ台、向山

町の各地域 



 8 

第８条（苦情処理の体制） 

 苦情相談窓口、苦情処理の体制及び手順等苦情に対応するための措置の概要は次のとお 

りです。 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

  窓口 ；  介護支援センターいこいの里事務所 

  電話 ；  ０５８－２４３－０８２０ 

  担当者；  主任介護支援専門員  淺野 和秀 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

  利用者から苦情があった場合、速やかに担当者から管理者に報告をし、指示を仰いで、

利用者に対して電話及び訪問にて対応する。必要な場合は関係機関（市町村福祉担当

者、サービス実施機関）及び利用者と会議を持ち、利用者の意志を尊重した苦情処理

を行う。 

３ 公的機関における苦情相談窓口 

■国保連合会（岐阜県国民健康保険団体連合会）介護・障害課苦情相談係 

   ▽電   話  ０５８－２７５－９８２６ 

   ▽ファックス  ０５８－２７５－７６３５ 

   ▽受付時間  平日（月～土）９：００～１７：００ 

          （土日祝日、１２月２９日～１月３日除く） 

   ▽郵  送  〒５００－８３８５   

岐阜県下奈良２－２－１ 岐阜県福祉・農業会館内 

           岐阜県国民健康保険団体連合会 介護・障害課苦情相談係 

  ■岐阜市役所  介護保険課 

   ▽電  話  ０５８－２６５－４１４１ 

   ▽ファックス ０５８－２７６－６０１５ 

   ▽受付時間  平日（月～金）８：４５～１７：３０ 

          （土日祝日、１２月２９日～１月３日除く） 

   ▽郵  送  〒５００－８７０１ 

岐阜市今沢町１８番地 

           岐阜市役所 介護保険課   

  ■各務原市役所 健康福祉部介護保険課 

   ▽電  話  ０５８－３８３－１１１１ 

   ▽受付時間  平日（月～金）９：００～１７：００ 

          （土日祝日、１２月２９日～１月３日除く） 

   ▽郵  送  〒５０４－８５５５ 

各務原市那加桜町１丁目６９番地 

           各務原市役所 健康福祉部介護保険課 
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第９条（その他の運営についての重要事項） 

 １ 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、

また、業務体制を整備する。 

 ２ 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 

 ３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるた

め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者に対

する就業規則の内容とする。 

 ４ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととす

る。 

５ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人謙清会と事業所の

管理者との協議に基づいて定めるものとします。 

 

附 則 

 この規程は、平成１３年１２月１日から施行します。 

 この規程は、平成１６年 ９月２１日から施行します。 

 この規程は、平成１９年１２月１日から施行します。 

 この規程は、平成２０年 ６月１日から施行します。 

 この規程は、平成２０年１１月１日から施行します。 

 この規程は、平成２２年 ４月１日から施行します。 

 この規程は、平成２３年 ６月１日から施行します。 

 この規程は、平成２３年１２月１日から施行します。 

 この規程は、平成２４年１１月１日から施行します。 

 この規程は、平成２７年 ９月１日から施行します。 

 この規程は、平成３０年 ４月 1日から施行します。 

 この規程は、令和 ２年 ３月１日から施行します。 
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